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は
じ
め
に

　

紀
州
藩
藩
校
学
習
館
は
、
第
十
代
藩
主
治
宝

に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
学
習
館
の

初
代
の
督
学（
学
長
）は
、山
本
為
之
進
惟
恭（
号

東
籬
）で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
二
代
後

の
山
本
謙
次
郎
が
安
政
四（
一
八
五
七
）年
十
一

月
に
書
上
げ
た
系
譜（
資
料
番
号
一
四
九
一
三
）

に
よ
れ
ば
、
東
籬
は
寛
政
三
（
一
七
九
一
）年

八
月
廿
四
日
に
督
学
に
命
じ
ら
れ
、
文
化
三

（
一
八
〇
六
）年
十
二
月
廿
一
日
、
六
二
歳
で
病

死
す
る
ま
で
の
十
六
年
間
勤
め
あ
げ
て
い
ま
す
。

『
南
紀
徳
川
史
』に
も
こ
の
系
譜
が
引
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

さ
て
、
学
習
館
の
督
学
と
し
て
名
前
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
人
物
は
、
同
書
第
六
冊
で
は
、
こ

の
山
本
東
籬
を
始
め
と
し
て
、
伊
藤
海
蔵
弘
朝

（
号
海
嶠
）、
山
本
彦
十
郎
元
恒（
号
亨
齊
）、
山

本
源
五
郎
惟
孝（
号
楽
所
）等
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
た
だ『
南
紀
徳
川
史
』に
は
触
れ
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
が
、
川
合
豹
蔵
脩（
号
梅
所
）が
督
学
に

な
っ
た
こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
に
現
れ
て

い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
幸
い
な
こ
と
に
当
館
に
は
伊
藤
海

嶠
・
山
本
楽
所
・
山
本
亨
齊
・
川
合
梅
所
等
に

つ
な
が
る
系
譜
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
等
か
ら
調
べ
て
み
ま
す
と
、
二
代
目
の

督
学
に
山
本
楽
所
が
、
三
代
目
は
伊
藤
海
嶠
が
、

四
代
目
に
は
ま
た
山
本
楽
所
が
、
五
代
目
に
山

本
亨
齊
、
六
代
目
に
川
合
梅
所
が
就
任
し
た
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
は
二
度
督
学
に
な
っ
た
山
本

楽
所
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

楽
所
の
経
歴

　

楽
所
の
養
子
守
蔵
が
、天
保
十
二（
一
八
四
一
）

年
三
月
に
書
上
げ
た
系
譜
（
資
料
番
号

一
四
八
八
三
）に
よ
れ
ば
、
楽
所
は
文
化
四
年
二

月
十
九
日
に
督
学
に
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
東

籬
の
死
か
ら
二
ヶ
月
足
ら
ず
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ

り
ま
す
が
、
楽
所
が
二
代
目
の
督
学
を
継
い
だ

の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
少
し
彼
の
経
歴
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。

　
　
　
（
前
略
）

香
巌
院
様
御
代

　

一
天
明
八
戊
申
年
六
月
十
九
日
学
問
宜
仕
候    

付
被
召
出
七
人
扶
持
被
下
置
物
読
格
被　

仰
付
候

　
　
　
（
中
略
）

一
位
様
御
代

　

一
寛
政
三
辛
亥
年
二
月
廿
六
日
他
所
勤
其
外

諸
事
儒
者
同
様
相
勤
可
申
旨
被　

仰
付
候

　

一
同
四
壬
子
年
二
月
十
日
学
問
宜
仕
候
付
儒

者
被
仰
付
御
扶
持
方
御
増
拾
人
扶
持
被
成    

下
候

　

一
同
六
甲
寅
年
七
月
廿
五
日
出
精
相
勤
候
付    

御
書
院
番
格
被　

仰
付
候
依
之
只
今
迄
之    

御
扶
持
方
を
御
切
米
弐
拾
石
ニ
御
直
被
下    

置
候

　

一
同
年
八
月

廿
七
日
奥

江
相
詰
可

申
旨
被　

    

仰
付
候

　

一
同
八
丙
辰

年
八
月
三

日
出
精
相

勤
学
問
も

宜
仕
候
付

三
拾
石
之

高
御
足
米

被
下
置
候

　

一
同
十
二
庚

申
年
十
一

月
廿
八
日

学
校
取
締

方
督
学
申

談
相
勤
勧
学
之
儀
致
勘
弁
取
計
可
申
旨
被

　

仰
付
候

　

一
同
年
十
二
月
廿
一
日
御
上
下
拝
領
仕
候

　

一
文
化
三
丙
寅
年
五
月
朔
日
学
問
之
儀
者
当

用
之
時
務
ニ
委
無
之
候
而
者
和
漢
差
別
有

之
御
取
捨
も
難
相
成
事
故

　
　

御
前
并
学
校
御
用
無
之
節
者
折
々
政
府
江

罷
出
当
用
之
難
事
を
見
習
可
申
事
之
旨
被    

　

仰
付
候

　

一
同
年
九
月
三
日

　
　

公
儀
御
用
二
付
紀
伊
続
風
土
記
新
撰
被
仰

付
筈
二
付
右
御
用
筋
可
相
勤
旨
被　

仰
付

候

　

一
同
四
丁
卯
年
二
月
十
九
日
学
習
館
督
学
被

仰
付
出
精
相
勤
候
付
御
小
納
戸
格
被　

仰    

付
四
拾
石
之
高
ニ
御
足
高
被
下
置
候

　

一
同
月

　
　

御
前
并
学
校
御
用
無
之
節
者
折
々
政
府
江    

罷
出
可
申
談
旨
被　

仰
付
候

　

一
同
五
戊
辰
年
二
月
廿
八
日
御
徒
頭
格
被　

仰
付
五
拾
石
之
高
ニ
御
足
高
被
下
置
候

と
あ
り
、
寛
政
四
年
二
月
に
儒
者
を
仰
付
か
っ

て
か
ら
、
同
六
年
御
扶
持
方
を
切
米
弐
拾
石
に

直
さ
れ
、
文
化
四（
一
八
〇
七
）年
に
督
学
を
命

じ
ら
れ
、
翌
年
五
拾
石
之
高
に
足
米
を
下
賜
さ

れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
儒
者
に
な
っ
て
か
ら

督
学
に
な
る
ま
で
約
十
五
年
を
費
や
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
間
は
順
調
に
進
ん
で
お
り
、
何
の

落
度
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
督
学
に
な
っ
た
そ

の
月
に

写真 1　楽所は文化四年二月、二代目の督学に就きます。

二
度
督
学
に
な
っ
た
山
本
楽
所
の
謎　
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御
前
并
学
校
御
用
無
之
節
者
折
々
政
府
江    

罷
出
可
申
談
旨

を
命
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の

こ
と
は
藩
政
の
枢
要
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
と
同
文
が
山
本
東

籬
の
系
譜
に
も
登
場
し
ま
す
。

突
然
の
「
御
役
御
免
」

　

と
こ
ろ
が
楽
所
は
、
ま
だ
ま
だ
元
気
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
僅
か
四
年
五
ヶ
月
足
ら
ず
後

に
突
然
御
役
御
免
を
言
い
渡
さ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
が
、表
紙
の
写
真
の
文
化
八（
一
八
一
一
）

年
七
月
な
の
で
す
。

　

一
同
八
辛
未
年
七
月
三
日

　
　

思
召
之
品
有
之
ニ
付
学
習
館
督
学

　
　

御
免
小
普
請
入
被　

仰
付
御
足
高
之
内　

拾
石
其
侭
被
下
置
大
御
番
格
之
事
之
旨    

被  

仰
付
候

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
突
然
の「
御
役
御
免
」の
背

景
に
は
一
体
何
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
本

人
に
不
行
跡
が
あ
っ
た
の
か
、
親
類
縁
者
に
何

か
が
あ
っ
た
（
当
時
は
家
単
位
で
物
事
を
処
理

し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
す
べ
て
が
連
帯
責
任
を

負
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。）の
で

し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
御
役
御
免
」さ
れ
、
役
格

も
下
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、「
思
召
之
品
」が
あ
っ

て
、
家
禄
は
そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
御
足
高
五
拾

石
の
内
拾
石
だ
け
も
そ
の
ま
ま
据
え
置
か
れ
た

と
い
う
事
は
、
罪
一
等
を
減
じ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
あ
る
い

は
本
人
の
不
行
跡
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
突
然
の「
御
役
御
免
」の
理
由
に

つ
い
て
も
、
何
故「
思
召
之
品
」が
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
も
現
時
点
で
は
、
そ
れ
を
明
確
に
す

る
資
料
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

あ
ま
り
に
も
早
い
三
代
目
就
任

　

学
習
館
で
は
現
督
学
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、

次
期
督
学
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
一
般
的
に
は

二
ヶ
月
足
ら
ず
を
要
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
は

喪
に
服
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

  

と
こ
ろ
が
、
伊
藤
海
嶠
は
七
月
三
日
に
御
役

御
免
に
な
っ
た
楽
所
に
変
わ
っ
て
、
同
じ
月
の

十
一
日
に
は
す
で
に
（
伊
藤
専
蔵
系
譜　

資
料

番
号
一
〇
五
三
）三
代
目
の
督
学
に
就
任
し
て

い
ま
す（
写
真
2
）。

　

こ
れ
は
極
め
て
異
例
の
早
さ
だ
と
し
か
言
え

ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
海
嬌
を
督
学
に
す

る
た
め
に
、
楽
所
を
罷
免
し
た
よ
う
に
し
か
思

え
ま
せ
ん
が
、
そ
の
真
相
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
海
嶠
の
娘
は
五
代
目
の
督
学
に

な
る
山
本
亨
齊
に
嫁
い
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
海

嶠
が
亨
齊
を
見
込
ん
で
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

  

海
嶠
は
文
化
八
年
七
月
十
一
日
に
督
学
に
就

任
し
て
か
ら
、
文
化
十
五（
一
八
一
八
）年（
文

化
十
五
年
は
四
月
二
二
日
に
文
政
と
改
元
さ
れ

て
い
ま
す
。）四
月
二
七
日
に
五
三
歳
で
病
死
す

る
ま
で
の
七
年
間
督
学
を
勤
め
て
い
ま
す
。 

     督
学
に
再
任

　

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
を
見
て
い
ま

す
と
、
学
習
館
の
督
学
は
一
度
命
じ
ら
れ
る
と
、

兼
職
は
あ
っ
て
も
、
本
人
が
死
亡
す
る
か
、
隠

居
願
い
を
出
し
て
そ
れ
が
受
理
さ
れ
る
か
の
い

ず
れ
か
の
場
合
を
除
い
て
、
生
涯
勤
め
る
の
が

原
則
で
、
楽
所
を
除
い
て
、
歴
代
の
督
学
は
す

べ
て
そ
う
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
楽
所
は
海
嶠
が
督
学
に
就
い
て

い
た
文
化
十
二
年
正
月
に
、
ま
た
学
習
館
勤
務

を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
二
年
後
に

は
儒
者
に
、
さ
ら
に
文
政
元（
一
八
一
八
）年
六

月
八
日
に
は
、
海
嶠
の
後
任
と
し
て
四
代
目
の

督
学
に
再
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
（
写

真
3
）。  

　

こ
の
再
任
も
比
較
的
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
で
す
が
、

先
の
よ
う
な
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の

よ
う
な
ケ
ー
ス
は
極
め
て
稀
な
ケ
ー
ス
だ
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
の
再
任
の
時
同
時
に
「
御
留
守

居
物
頭
格　

四
拾
石
高
」に
、
同
四
年
五
月

十
五
日
に「
御
徒
頭
格　

五
拾
石
高
」に
、
同
八

年
六
月
廿
一
日
に
は
家
禄
を
四
拾
石
、
六
拾
石

高
に
、
天
保
九
年
十
二
月
に
は
家
禄
六
拾
石
に

加
増
さ
れ
、
同
月
弐
百
五
拾
石
高
に
ま
で
登
り

詰
め
ま
す
。

　

そ
し
て
天
保
十
二
年
正
月
に
七
八
歳
で
病
死

す
る
ま
で
、
今
度
は
二
十
四
年
間
督
学
を
勤
め

上
げ
て
い
る
の
で
す
。

  

本
当
に
不
思
議
な
人
事
が
行
わ
れ
た
と
言
え

ま
す
。          　
　
　
　

         （
須
山
高
明
）  

写真 2　伊藤海嶠は文化八年七月十一日、
三代目の督学に就きます。

写真 3　楽所は文政元（1818）年六月に、
四代目の督学に再任されます。
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「
大
奥
」と
い
え
ば
ま
ず
思
い
う
か
ぶ
の
は
江

戸
城
本
丸
大
奥
で
す
。
打
掛
な
ど
の
華
や
か
な

衣
装
や
豪
華
な
お
道
具
、
将
軍
に
仕
え
る
女
性

た
ち
の
あ
で
や
か
な
姿
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
将
軍
家
や
大
名
家
な
ど
は
表
・

中
奥
・
奥
の
区
別
が
あ
り
ま
し
た
。
大
ま
か
に

い
う
と「
表
」は
政
庁
、「
中
奥
」は
官
邸
、「
奥
」

は
私
邸
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

大
奥
は
将
軍
や
そ
の
家
族
が
暮
ら
す
私
的
空

間
で
あ
り
ま
し
た
。
将
軍
の
正
室
で
あ
る
御み

台だ
い

所ど
こ
ろ

や
生
母
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
仕
え
る
奥
女
中

た
ち
の
生
活
の
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

諸
大
名
や
旗
本
な
ど
大
身
の
武
家
の
邸
宅
な

ど
で
も
表
、
中
奥
、
奥
が
区
別
さ
れ
、
こ
こ
で

は「
奥
向
」や「
奥
御
殿
」な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。

　

紀
州
藩
で
の「
奥
」は
古
く
は「
御お

内な
い

証し
ょ
う

」と
よ

ば
れ
て
い
ま
し
た
。『
南
紀
徳
川
史
』に
よ
る
と
、

寛
政
四
年（
一
七
九
二
）十
一
月
二
十
六
日
、
十

代
藩
主
治
宝
の
と
き
上
屋
敷（
麹
町
邸
）、
青
山

邸
な
ら
び
に
若
山（
赤
坂
邸
は
七
月
に
類
焼
）の

御
内
証
を「
大
奥
」と
唱
え
替
え
し
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

紀
州
藩
の
大
奥
で
も
、
藩
主
や
御
簾れ
ん

中じ
ゅ
う（

藩

主
の
正
室
）、
あ
る
い
は
隠
居
し
た
前
藩
主
な

ど
を
主
人
と
し
、
そ
れ
ら
に
仕
え
る
奥
女
中
た

ち
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
奥
女
中
た
ち
に

は
藩
士
と
同
じ
よ
う
に
役
職
が
あ
り
、
役
職
に

よ
る
序
列
に
よ
っ
て
席
順
や
俸
禄
な
ど
が
決

ま
っ
て
い
ま
し
た
。

　
『
南
紀
徳
川
史
』は
、「
内
寝
（
大
奥
）の
事
従

来
秘
密
に
属
し
、
且
つ
御
広
敷
勤
之
外
男
子
厳

禁
の
制
な
れ
ば
、
表
方
の
窺う
か
が

ひ
得
べ
き
限
り
に

非
ず
」と
し
な
が
ら
も
、
奥
女
中
の
職
制
、
俸

禄
や
人
数
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
紀
州
藩
の
大
奥
に
は
、
大
上じ
ょ
う

﨟ろ
う
・
老
女
・
若
年
寄
・
御
中ち
ゅ
う

﨟ろ
う
・
御
錠
口
・
表
使
・

御
右
筆
・
御
次
・
呉
服
之
間
・
御
三
之
間
・
仲
居
・

使
番
・
御お

半は

下し
た
・
御
半
下
子
供
な
ど
の
役
職
が

あ
り
ま
し
た
。
呉
服
之
間
ま
で
が
主
人
に
目
通

り
を
許
さ
れ
た
御
目
見
以
上
、
御
三
之
間
か
ら

下
は
目
通
り
を
許
さ
れ
な
い
御
目
見
以
下
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
編
成
で
御
簾
中

付
の
奥
女
中
や
、
さ
ら
に
時
期
に
よ
っ
て
は
隠

居
し
た
前
藩
主
付
の
奥
女
中
な
ど
が
構
成
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

人
数
は
時
期
に
よ
っ
て
増
減
は
あ
る
も
の
の
、

藩
主
付
で
ほ
ぼ
六
～
七
十
人
、
御
簾
中
付
で
五

～
六
十
人
ほ
ど
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら

の
奥
女
中
に
は
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
針

妙
（
主
に
針
仕
事
）や
多
門
（
炊
事
・
水
汲
み
を

す
る
）、
な
ど
の
「
召
遣
ひ
女
」と
い
わ
れ
る
も

の
た
ち
が
つ
い
て
い
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
大
上
﨟
（
定
数
一
人
）に
は
針
妙
一

人
・
多
聞
二
人
・
合
之
間
二
人
・
小
間
遣
い
一
人

の
計
六
人
が
、
老
女
（
定
数
四
人
）に
は
針
妙
・

多
聞
・
合
之
間
・
小
間
遣
い
の
計
四
人
（
合
計

十
六
人
）、
若
年
寄
か
ら
表
使
ま
で
で
あ
れ
ば
そ

れ
ぞ
れ
に
針
妙
・
多
門
の
二
人
ず
つ
が
つ
い
て

い
ま
し
た
。
さ
ら
に
老
女
や
若
年
寄
な
ど
に
は

又
者
と
称
す
る
使
用
人
四
、五
人
ず
つ
が
つ
い
て

い
た
の
で
、
紀
州
藩
大
奥
に
は
、
藩
主
と
御
簾

中
の
女
中
た
ち
だ
け
で
も
約
三
百
人
か
ら
四
百

人
ほ
ど
が
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
藩

主
を
含
め
、
わ
ず
か
数
人
の
主
人
に
大
変
な
人

数
の
奥
女
中
が
仕
え
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

当
館
に
残
さ
れ
た
藩
政
資
料
の
中
に
『
付つ
け

込こ
み

帳ち
ょ
う

』と
い
う
資
料
が
あ
り
ま
す
（
写
真
１
）。
こ

の
資
料
の
中
に
「
女
中
」と
い
う
項
目
が
あ
り
、

奥
女
中
の
名
前
や
出
自（
宿
元
）、
ひ
と
り
ひ
と

り
の
切
米
・
合
力
金
・
扶
持
な
ど
の
俸
禄
や
役

職
、
そ
の
異
動
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

奥
女
中
に
な
る
の
は
、
藩
士
の
娘
や
妹
な
ど

の
縁
続
き
の
女
性
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、

天
保
三
年（
一
八
三
二
）三
月
に
召
抱
ら
れ
て
御

半
下
と
な
っ
た
青
柳
や
常
夏
の
よ
う
に
町
人
の

娘
な
ど
も
出
仕
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

た
だ
し
こ
れ
ら
の
召
抱
は
御
半
下
や
御
三
之
間

な
ど
の
御
目
見
以
下
で
の
召
抱
で
し
た
。

　

奥
女
中
の
召
抱
は
、
御
目
見
以
上
だ
と
一
生

奉
公
が
原
則
で
、
十
三
、四
歳
で
勤
め
に
出
て
、

そ
の
ま
ま
四
十
年
も
、
五
十
年
も
勤
め
る
者
も

多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
病
気
に
な
っ
て
勤
め
が

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
を
の
ぞ
い
て
御お

暇い
と
ま

を
も

ら
う（
退
職
す
る
）こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で

す
。
藩
主
が
逝
去
し
た
と
き
に
は
御
中
﨟
（
御

妾
）な
ど
は
剃
髪
し
何
々
院
と
院
号
を
名
乗
り

比び

丘く

尼に

と
し
て
そ
の
ま
ま
殿
中
に
残
り
ま
し
た
。

　

一
方
、
御
目
見
以
下
で
あ
れ
ば
、
御
暇
を
い

た
だ
く
こ
と
も
可
能
で
、
先
ほ
ど
の
青
柳
は
召

抱
か
ら
十
一
年
後
の
天
保
十
四
年（
一
八
四
三
）

十
一
月
に
年
明（
年
季
明
け
）と
な
り
御
暇
を
も

ら
っ
て
い
ま
す
。

　

表
１
は
弘
化
二
年
八
月
十
日
に
逝
去
し
た
鶴

樹
院（
十
一
代
藩
主
斉な
り

順ゆ
き

御
簾
中
、
豊
姫
）付
の

奥
女
中
の
編
成
一
覧
で
す
。

　

奥
女
中
の
俸
禄
に
は
、
切
米（
金
）の
ほ
か
合

力
金
、
扶
持
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
、

月
々
の
薪
・
伊
勢
炭
・
水
油
・
糠
・
菜
銀
な
ど
の

「
諸
渡
り
物
」も
支
給
さ
れ
ま
し
た
。

　

上
級
の
奥
女
中
で
あ
る
大
上
﨟
や
、
老
女
で

は
切
米
四
十
石
・
合
力
金
二
十
両
・
五
人
扶
持
、

こ
れ
に
加
え
月
々
の
諸
渡
り
物
が
、
薪
十
貫
四

分
・
伊
勢
炭
四
表
・
水
油
一
升
二
合
・
糠
四
升
・

菜
銀
四
十
八
匁
で
、
こ
れ
に
御
城
に
御
使
に
行

く
際
の
贈
答
品
な
ど
の
費
用
と
し
て
年
々
金

二
十
両
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
比
べ
御
目
見
以
下
の
御
半
下
に
な
る

と
、
切
米
金
は
わ
ず
か
四
両
と
な
り
、
扶
持
も
一

人
扶
持
、
薪
二
貫
・
伊
勢
炭
四
分
・
水
油
二
合
四

　
女
中
の
召
し
抱
え

　
女
中
の
給
料
は
？

大
奥
女
中
つ
と
め

　
紀
州
藩
の
大
奥
と
職
制

　
奥
女
中
の
人
数

解
説

　『
付
込
帳
』
は
被
下
・
御
門
出
入
・
御
供
筋
・
江
紀
往

来
・
役
替
代
番
其
外
召
抱
・
肝
煎
助
勤
其
外
勤
役
・
女
中
・

雑
の
八
項
目
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
～
三
年
分
を

一
冊
に
ま
と
め
て
索
引
と
し
て
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る

『
付
込
帳
頭
書
』
と
合
わ
せ
る
と
、
天
保
三
年
以
降
、
明

治
五
年
ま
で
ほ
ぼ
毎
年
の
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
奥
女
中
に
関
す
る
『
南
紀
徳
川
史
』
の
記
述
は
「
当

時
を
熟
知
せ
る
古
老
の
輩
に
親
し
く
質
疑
」
し
た
も
の

で
す
が
『
付
込
帳
』
は
藩
の
記
録
で
あ
り
大
変
貴
重
な

資
料
と
い
え
ま
す
。

　
一
冊
が
二
～
三
百
丁
程
も
あ
る
冊
子
な
の
で
、
各
項

目
の
最
初
の
頁
に
は
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
が
つ
い
て
い
て
実

用
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

写真 1『付込帳』表紙
『収蔵資料目録四』

「県立図書館移管資料」丙ツ２
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勺
・
糠
一
升
六
合
、
菜
銀
五
匁
六
分
し
か
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
、
住
居
費
や
食
事
代
は
か

か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
制
約
が
あ

り
窮
屈
で
は
あ
る
も
の
の
、
大
奥
は
女
性
に
と
っ

て
良
い
勤
め
口
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

奥
女
中
の
住
ま
い
は
男
子
禁
制
で
し
た
。
す

べ
て
の
奥
女
中
は「
長
局
」と
称
さ
れ
る
二
階
建

て
の
宿
舎
に
住
み
込
み
で
働
い
て
い
ま
し
た
。

長
局
は
建
物
ご
と
に
一
の
側
、
二
の
側
と
呼
ば

れ
、
一
の
側
に
は
上
﨟
・
老
女
が
、
二
の
側
に

は
若
年
寄
か
ら
表
使
ま
で
と
御
右
筆
か
ら
呉
服

之
間
ま
で
の
奥
女
中
た
ち
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

　

上
﨟
、
老
女
の
部
屋
は
一
人
部
屋
で
十
畳
敷
、

床
の
間
も
付
い
て
い
ま
し
た
。
奥
へ
出
る
と
き

は
御
側
向
き
の
二
人
に
送
り
迎
え
を
し
て
も
ら

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
平
日
の
御
膳
は
黒
塗

紋
付
三
方
蠅は
い

帳ち
ょ
う

付
で
供
さ
れ
二
の
膳
ま
で
付
い

て
、
一
汁
二
菜
で
し
た
。

　

二
の
側
の
部
屋
に
な
る
と
相
部
屋
と
な
り
、

部
屋
は
少
し
粗
末
に
な
り
ま
す
。
御
側
向
き
の

送
り
迎
え
も
一
人
に
な
り
、
表
使
か
ら
は
送
迎

は
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
御
膳
の
蝿
帳
は
無
く

な
り
、
内
容
も
一
汁
一
菜
と
、
や
や
質
素
に
な

り
ま
す
。
さ
ら
に
御
右
筆
以
下
で
は
相
部
屋
は

も
ち
ろ
ん
で
、
御
膳
は
一
菜
の
み
、
送
り
迎
え

も
な
く
な
り
ま
す
。

　

御
目
見
以
下
の
御
三
之
間
以
下
で
は
二
階
に

住
居
し
、
集
団
で
生
活
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

掃
除
や
雑
事
に
従
事
し
て
い
た
御
半
下
な
ど
で

は
病
気
に
な
っ
て
永
の
御
暇
を
も
ら
う
者
も
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

天
保
三
年
七
月
一
日
、
一
人
の
女
性
が
大
奥

に
召
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
紀
州
藩

の
由
緒
あ
る「
高こ
う

家け

」上
座
松
平
六
郎
右
衛
門（
千

石
）の
娘
、
み
さ
で
す
。
召
し
出
し
時
の
役
職
は

藩
主
付
の
御お

次つ
ぎ

で
し
た
。
当
時
の
藩
主
は
十
一

代
斉な
り

順ゆ
き

で
す
。
御
次
は
、
大
奥
内
の
仏
具
の
掃

除
や
、御
前
ま
わ
り
の
雑
務
を
こ
な
す
役
職
で
す
。

　

み
さ
に
は
並
の
通
り
に
（
規
定
の
）御
切
米
、

扶
持
方
が
下
さ
れ
、
天
保
五
年
七
月
半
ば
ま
で

御
次
と
し
て
順
調
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
同
月
十
八
日
の
こ
と

で
す
。前
述
の『
付
込
帳
』（
資
料
番
号 

丙
ツ
２
）

の「
女
中
」の
項
目
に
よ
る
と
、
み
さ
の
召
抱
を

記
し
た
丁
の
欄
外
に
「
天

保
五
年
七
月
十
八
日
、
外

へ
御
役
替
被
仰
付
候
ニ
付

御
切
米
御
扶
持
方
上
ル
」

と
か
か
れ
て
い
ま
す
。

　

同
資
料
の
天
保
五
年
七

月
十
八
日
の
条
（
写
真
2
）

に
よ
る
と
、
さ
き
ほ
ど
の

役
替
え
に
な
っ
た
み
さ
の

記
事
の
次
に
「
今
日
、
御

中
﨟
一
人
被
仰
付
、
御
切

米
扶
持
方
並
之
通
、
相
渡
し
候
様
」と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
御
中
﨟
と
は
藩
主
の
側
室
で
す
。
名

前
は
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が（
御
中
﨟
に
な
る
と

名
前
は
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
）、
こ
れ
は
明
ら
か
に
み
さ
の
事
で
す
。

　

御
中
﨟
と
な
っ
た
み
さ
は
、
九
年
後
の
天
保

十
四
年
八
月
二
八
日
、
江
戸
で
伊い

曾そ

姫
を
出
産

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
同
年
十
一
月
に
若
年
寄

（
御
切
米
金
五
十
両
・
七
人
扶
持
）に
進
む
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
伊
曾
姫
は
、
翌

十
五
年
十
月
二
日
、
わ
ず
か
一
歳
二
か
月
ほ
ど

で
卒
去
し
ま
す
。
そ
し
て
主
人
で
あ
っ
た
斉
順

も
弘
化
三
年（
一
八
四
六
）閏
五
月
八
日（
実
三

月
五
日
）逝
去
し
ま
し
た
。
み
さ
は
わ
ず
か
三

年
ほ
ど
の
間
に
娘
と
主
人
を
亡
く
し
て
し
ま
う

こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

紀
州
藩
の
家
督
は
十
二
代
藩
主
斉な
り

彊か
つ

に
相
続

さ
れ
、
前
藩
主
の
御
中
﨟
で
あ
っ
た
み
さ
は
同

九
月
に
剃
髪
を
申
し
出
ま
す
が
摘つ
み

髪が
み

と
な
り
、

切
米
・
扶
持
は
そ
の
ま
ま
下
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
斉
順
が
逝
去
し
た
と
き
、
み

さ
は
懐
妊
中
で
し
た
。
そ
し
て
斉
順
が
亡
く

な
っ
た
と
さ
れ
る
十
六
日
後（
五
月
二
十
四
日
）

に
一
人
の
男
の
子
を
出
産
し
ま
す
。
そ
の
子
は

父
の
幼
名
と
同
じ
菊
千
代
と
名
付
け
ら
れ
ま
し

た
。
み
さ
は
格
別
の
思
召
し
に
よ
り
大
上
﨟
と

な
り
、
切
米
金
百
両
十
人
扶
持
を
下
さ
れ
て
い

ま
す（『
南
紀
徳
川
史
』）。ま
た
菊
千
代
に
は「
御

誕
生
様（
菊
千
代
）御
半
下
召
抱
」、「
御
乳
持
被

召
抱
」と
早
く
も
御
世
話
係
の
奥
女
中
が
つ
け

ら
れ
ま
し
た（『
附
込
帳
』丙
ツ
19
）。

　

菊
千
代
四
歳
の
嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）三
月
、

十
二
代
藩
主
斉
彊
が
逝
去
、
菊
千
代
が
家
督
を

相
続
し
十
三
代
藩
主
と
な
り
ま
す
。

　

み
さ
が
御
内
証
之
御
方
同
格
（
御
簾
中

同
等
の
格
式
）
と
な
っ
た
の
は
嘉
永
四
年

（
一
八
五
一
）十
二
月
、
慶
福（
菊
千
代
）が
元
服

し（
六
歳
）、
従
三
位
中
将
と
な
っ
た
と
き
で
し

た
。
み
さ
は
こ
の
と
き
か
ら
実
成
院
殿
と
称
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
将
軍
継
嗣
問
題
が
も
ち
あ
が
り

ま
す
。
安
政
五
年（
一
八
五
八
）六
月
、
将
軍
継

嗣
に
選
定
さ
れ
た
慶
福
は
江
戸
城
に
入
り
ま
す
。

そ
し
て
安
政
五
年
七
月
六
日
、
十
三
代
将
軍
家

定
が
逝
去
、
十
二
月
に
十
四
代
将
軍
家い
え

茂も
ち

と
な

り
ま
す
。
み
さ
は
、
つ
い
に「
将
軍
生
母
」に
ま

で
の
ぼ
り
つ
め
、
万
延
二
年（
一
八
六
一
）二
月
、

江
戸
城
本
丸
大
奥
に
引
き
移
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
家
茂
は
慶
応
二
年（
一
八
六
六
）

七
月
二
十
日
長
州
遠
征
の
際
、
大
坂
城
で
病
没
し

て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
二
年
後
、
官
軍
に
よ
り
江

戸
城
開
城
と
な
り
、
家
茂
に
嫁
し
て
い
た
和
宮
と

と
も
に
大
奥
を
去
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
十
六

年
に
も
わ
た
る
御
奉
公
で
し
た
。

　

み
さ
は
明
治
三
十
七
年（
一
九
〇
四
）千
駄
ヶ

谷
の
紀
州
徳
川
邸
で
八
十
四
年
の
人
生
を
お
え

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
島
由
佳
）

　
竹
千
代
の
誕
生

　
女
中
の
住
居
は
？

　
奥
女
中 

み
さ

写真 2 『付込帳』（丙ツ 5）
天保 5 年 7 月 18 日の箇所。

みさはこの時みきと改名していました。

役職名 人数 俸禄 御城使金切米 合力 扶持
大上﨟 1人 40石 15両 5人 年々金20両
御局 1人 30石 15両 4人 年々金20両
御年寄 2人 30石 15両 4人 年々金20両
中年寄
　中年寄助

3人
2人

20両
20両

7両
5両

3人
3人 年々金3両

御錠口助 1人 15両 5両 3人
御中﨟頭
御中﨟

1人
5人

20両
20両

7両
5両

3人
3人

御小姓 3人 15両 3人 年々金5両
表使 2人 18石 3人
御右筆 2人 15石 3人
御次 5人 12石 3人
呉服之間 2人 12石 3人
御三之間 5人 9両 2人
御末頭 1人 8両 2人 年々金5両
中居 2人 7両 2人
使番 2人 6両 1人
御半下 10人 4両 1人
御三之間子供 1人
御末子供 1人
御半下子供 5人

（合計）56人

表1　鶴樹院女中編成一覧　『付込帳』より作成。
逝去による御片付時のもの。御目見以上、御目見得以下。
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岡
本
家
は
神
野
組
福
田
村（
現
紀
美
野
町
）に

あ
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
高
野
山
の
支
配
下

に
お
か
れ
て
い
ま
し
た
。
高
野
山
か
ら
は
「
地じ

士し

」と
い
う
身
分
を
与
え
ら
れ
、
庄
屋
役
や
触

頭
を
勤
め
た
家
で
し
た
。

　

岡
本
家
文
書
は
近
世
か
ら
明
治
時
代
に
か
け

て
の
約
四
四
〇
〇
点
（
う
ち
九
三
〇
点
は
県
指

定
文
化
財
）を
数
え
る
文
書
群
で
、『
和
歌
山
県

史
』近
世
史
料
四
で
既
に
一
部
が
翻
刻
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
史
料
群
は
、
現
在
目
録
化
に
向
け
て
整

理
作
業
と
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
整
理
が
済
ん
だ
史
料
の
中
か
ら
「
万よ
ろ

代ず
よ

日ひ

並な
み

記き

」を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

万よ
ろ
代ず
よ
日ひ

並な
み
記き

　
「
万
代
日
並

記
」（
以
後
、「
日

並
記
」
と
略
）

は
、
天
明
六
年

（
一
七
八
六
）か

ら
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）ま

で
の
七
七
年

間
の
記
録
で
す
。

一
年
に
一
冊
の

帳
面
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
惜
し
く
も

弘
化
五（
嘉
永
元
）年
と
嘉
永
六
年
の
二
年
分
が

失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
現
在
七
五
冊
が
残
っ
て

い
ま
す（
写
真
１
）。

付
せ
ん
・
下
書
き
・
下
敷
き

　

七
五
冊
も
の
日
記
は
、
岡
本
家
三
代
に
わ

た
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
天
明
六
年
に
筆
を
起
こ
し
た
の
が
、
俊
平

と
い
う
人
物
で
し
た
。
彼
は
二
年
後
の
天
明
八

年（
一
七
八
八
）に
貞
之（
定
之
）と
改
名
し
、
文

政
五
年（
一
八
二
二
）ま
で
三
七
年
も
の
間
書
き

続
け
ま
し
た
。「
日
並
記
」に
は
、
天
気
や
そ
の

日
誰
が
何
を
し
た
の
か
を
中
心
に
、
イ
エ
の
行

事
、
高
野
山
や
近
隣
の
人
々
と
の
や
り
と
り
な

ど
が
公
私
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て
お
り
、
当
時

の
生
活
を
知
る
貴
重
な
記
録
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

特
に
貞
之
は
筆
ま
め
で
、
当
初
は
帳
面
に
一

日
ご
と
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
付
け
て
い
ま
し
た
が
、

書
き
き
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
付

せ
ん
を
貼
っ
て
一
日
分
の
記
事
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
で
は
読
み
に
く
か
っ
た
り
、
は
が

れ
た
り
し
ま
す
か
ら
具
合
が
悪
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
付
せ
ん
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、

そ
の
分
帳
面
の
厚
み
が
増
え
ま
し
た（
写
真
２
）。

　
「
日
並
記
」を
め
く
っ
て
い
る
と
、
書
き
誤
り

や
日
記
の
つ
け
も
れ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に

驚
き
ま
す
が
、「
日
並
記
」の
中
に
挟
ま
っ
て
い

た
一
枚
の
紙
を
見
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
理
由

が
わ
か
り
ま
し
た
。
読
ん
で
み
る
と
、
八
月

一
五
日
の
文
面
と
同
じ
だ
っ
た
の
で
す
。
つ
ま

り
、
日
記
に
は
下
書
き
が
あ
っ
て
、
帳
面
に
清

書
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す（
写
真
３
）。

　

次
に
、
文
政
五
年
か
ら
父
貞
之
と
分
担
し
て

日
記
を
書
き
始
め
た
の
が
貞
継
で
す
。
分
担
し

て
い
る
と
わ
か
る
の
は
、
筆
跡
の
違
い
も
あ
り

ま
す
が
、
書
き
手
に
よ
っ
て
表
現
が
異
な
る
た

め
で
す
。
貞
之
が
書
い
て
い
る
場
合
、
文
章
の

冒
頭
が
「
拙
者
」か
ら
始
ま
り
、
記
事
中
に
貞

継
の
通
名
で
あ
る
「
新
次
郎
」と
い
う
名
前
が

み
え
る
の
に
対
し
、
貞
継（
新
次
郎
）は「
両
親

様
」も
し
く
は
「
親
」と
書
き
始
め
る
の
が
約
束

と
な
っ
て
い
ま
す
（
写
真
6
参
照
）。
翌
六
年

（
一
八
二
三
）か
ら
は
、
貞
継
が
す
べ
て
を
任
さ

れ
、
以
後
嘉
永
五
年（
一
八
五
二
）ま
で
記
録
を

つ
け
ま
し
た
。
父
に
は
か
な
い
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
そ
れ
で
も
三
〇
年
間
に
お
よ
ん
で
い
ま
す
。

　

貞
継
が
几
帳
面
な
性
格
だ
っ
た
こ
と
は
、
そ

の
筆
跡
か
ら
一
目
瞭
然
で
す
。
ま
た
、
日
記
を

書
く
際
に
下
敷
き
に
用
い
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る

紙
が
見
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
性

格
が
う
か
が
わ
れ
ま
す（
写
真
４
）。
罫
線
が
ひ

か
れ
た
紙
を
下
敷
き
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ま
っ
す
ぐ
に
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
、
ま
た

一
日
の
分
量
の
目
安
と
も
な
る
こ
と
か
ら
、
几

帳
面
な
貞
継
に
は
必
須
ア
イ
テ
ム
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

高
野
山
へ
の
出
陣

　
「
日
並
記
」最
後
の
作
者
と
な
っ
た
の
が
隆
政

で
し
た
。
隆
政
は
幼
名
を
兵
馬
と
い
い
、
嘉
永

三
年（
一
八
五
〇
）か
ら
帳
面
の
表
紙
に
名
前
が

記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
い

ざ「
日
並
記
」を
開
い
て
み
る
と
、
明
ら
か
に
貞

継
の
筆
跡
で
す
。
父
か
ら
子
へ
家
業
の
引
継
を

は
じ
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
貞
継
は
兵
馬
の
名

前
を
記
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
に
兵
馬
自
身
が「
日
並
記
」を
つ
け
始
め

る
の
は
嘉
永
七
年（
一
八
五
四
）か
ら
で
、
こ
の

年
は
父
貞
継
と
分
担
し
て
い
ま
す
。
兵
馬
が
中

心
と
な
っ
て
日
記
を
書
い
た
の
は
翌
八
年
か
ら

の
一
〇
年
間
で
し
た
。

　

最
後
と
な
っ
た
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）の

「
日
並
記
」か
ら
は
、
幕
末
の
動
乱
が
岡
本
家
に

直
接
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
れ
が
、
こ
の
年
起
き
た
天
誅
組
の
乱
で
し

た
。
天
誅
組
の
乱
と
は
、
八
月
一
七
日
に
尊
王

攘
夷
派
で
公
家
の
中
山
忠
光
を
主
将
と
し
、
土

佐
を
中
心
と
し
た
諸
藩
の
志
士
が
大
和
五
條
に

あ
っ
た
代
官
所
を
襲
撃
し
た
の
を
皮
切
り
に
、

同
月
二
七
日
頃
ま
で
続
い
た
戦
闘
を
い
い
ま
す
。

　
「
日
並
記
」の
八
月
一
九
日
条
で
は
「
川
上
五

條
ニ
而
天
中
人

0

0

0

と
申
、
冑
兜
着
い
た
し
候
者
数

人
同
所
代
官
打
死
」（
句
読
点
・
傍
点
は
筆
者
）

と
早
速
入
手
し
た
情
報
を
日
記
に
書
付
け
て
い

岡
本
家
文
書
の
紹
介

写真１　「万代日並記」

写真２　左文化九年（1812）、右天明六年（1786）
付せんを使わなくなったために厚みが増している

写真３　左　享和三年（1803）「日並記」と
右　八月十五日条の下書き

写真４　下敷きを
挟んだ状態

「上」と書いてある
紙が下敷き



ま
す
が
、
い
つ
も
通
り
の
日
常
を
送
っ
て
い
ま

す
。
二
五
日
に
至
っ
て
今
度
は「
天
誅
組
」の
文

字
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
が
、
ま
だ
緊
迫
し
た
様
子

は
み
ら
れ
ま
せ
ん（
写
真
５
）。

　

し
か
し
、
二
七
日
に
は
鎌
瀧
村
か
ら
高
野
山

が
大
騒
動
に
な
っ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
き

た
の
で
、
隣
の
志
賀
野
組
と
合
わ
せ
て
鉄
砲

二
〇
〇
丁
と
人
足
二
五
〇
人
な
ど
と
共
に
夜
明

け
方
か
ら
登
山
し
、
警
備
に
あ
た
り
ま
し
た
。

兵
馬
は
し
ば
ら
く
高
野
山
に
い
た
た
め
に
、
九

月
一
日
か
ら
五
日
ま
で
の
記
事
が
書
け
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。
六
日
か
ら
は
、
な
か
な
か
帰
っ

て
こ
な
い
息
子
に
代
わ
っ
て
父
貞
継
が
二
七
日

ま
で
久
し
ぶ
り
に
筆
を
と
り
ま
し
た
。
先
ほ
ど

も
述
べ
た
よ
う
に
、
親
か
ら
子
へ
引
継
を
す
る

年
や
高
野
山
へ
登
る
な
ど
、
当
主
が「
日
並
記
」

を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
隠
居
し
た
親

や
家
族
が
代
筆
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
三
代
七
七
年
に
お
よ
ん
だ
「
日
並

記
」で
し
た
が
、
こ
の
年
の
一
二
月
一
一
日
を

最
後
に
記
述
は
終
わ
り
ま
し
た
。

二
百
年
前
の
年
越
し

　

今
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
百
年
前
、
文
化
九
年

（
一
八
一
二
）の
「
万
代
日
並
記
」よ
り
岡
本
家
の
年

越
し
の
様
子
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
ょ
う（
写
真
６
）。

　

ま
ず
日
付
で
す
が
、
極（
一
二
）月
二
九
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
は
太
陰
太
陽
暦
を

つ
か
っ
て
い
た
た
め
、
ひ
と
月
は
二
九
日
か

三
〇
日
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
文
化
九
年

の
一
二
月
は
小
の
月
だ
っ
た
の
で
、
二
九
日
が

大
晦
日
で
す
。

　

親（
貞
之
）は
勘
定
を
し
、
母
と
拙
者（
貞
継
）、

幸
左
衛
門
と
八
重
野
・
竹
野
・
ふ
て

0

0

の
女
性
三

人
も
加
わ
っ
て
、
正
月
の
こ
し
ら
え
に
あ
た
り

ま
し
た
。
源
蔵
・
関
内
は
お
そ
ら
く
奉
公
人
で
、

掃
除
を
し
て
い
ま
す
。

　

当
時
、
勘
定
は
現
金
で
そ
の
都
度
精
算
す
る

の
で
は
な
く
、
掛
売
・
掛
払
が
広
く
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
た
め
、
松
瀬
村
の
定
吉
は
近
隣
に
住

む
河か
わ

野の

氏
の
夫ぶ（
使
い
）と
し
て
、
与
市
も
使
い

で
、
ま
た
松
瀬
村
の
兵
左
衛
門
も
支
払
い
の
た

め
金
銭
を
持
参
し
て
い
ま
す
。
与
市
は
銭
を

持
っ
て
き
た
際
に
、
当
年
の
暮
れ
の
勘
定
の
話

を
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
内
容
と
は
、
作
市

に
頼
母
子
が
あ
た
っ
た
が
、
受
人（
保
証
人
）が

い
な
い
た
め
拙
者（
貞
継
）に
受
人
を
頼
ま
れ
た

も
の
の
、
質
物
銀（
保
証
金
）が
な
い
た
め「（
作

市
の
）家
屋
敷
を
指
入
（
抵
当
）に
し
て
は
ど
う

か
」と
拙
者
が
言
っ
た
と
こ
ろ
、
作
市
は
河
野

へ
頼
み
、
河
野
は
こ
れ
を
受
け
て
印
を
押
し
た
、

と
の
こ
と
で
し
た
。

　

日
記
の
最
後
に
は
、
こ
の
年
の
米
と
金
の
相

場
が
記
さ
れ
て
い
ま
す（
傍
線
部
分
）。
ち
な
み

に
、
こ
の
年
の
大
坂
堂
島
の
米
と
金
の
相
場
は

そ
れ
ぞ
れ
五
九
匁
七
分
、
六
四
匁
三
分
五
厘
で

し
た
の
で
、
和
歌
山
の
米
相
場
は
若
干
高
く
、

金
の
相
場
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

　
「
日
並
記
」で
は
十
二
月
の
中
旬
を
過
ぎ
た
こ

ろ
か
ら
、
毎
日
の
よ
う
に「
勘
定
」の
文
字
が
み

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
家
内

で
は
正
月
を
迎
え
る
準
備
や
大
掃
除
が
お
こ
な

わ
れ
て
お
り
、
現
在
と
変
わ
ら
な
い
年
末
の
風

景
が
み
ら
れ
ま
し
た
。　
　
　
　
（
砂
川
佳
子
）
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写真 5　貞継（左）と兵馬（右）の筆跡
文久三（1863）「万代日並記」赤線部分が「天誅組」

翻
刻
（
句
読
点
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）

写
真
６　
「
万
代
日
並
記
」
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
極
月
廿
九
日
条

文
化
九・十
年（
一
八
一
二・一
三
）は
貞
之
で
は
な
く
、
貞
継
が
筆
者
で
す
。

極
月
廿
九
日　
　
　

親
勘
定
致
申
候
。
母
、
拙
者
、
幸
左
衛
門
、
八
重
野
、
竹
野
、
ふ
て
正
月
ノ

一
天
気　

吉　
　
　

拵
致
申
候
。
源
蔵
、
関
内
、
掃
除
致
申
候
。
河
野
か
ら
夫
松
瀬
村

　
　
　
　
　
　
　
　

定
吉
金
壱
分
持
参
候
。
夕
方
、
夫
与
市
銭
五
貫
四
百
四
拾
五
文

　
　
　
　
　
　
　
　

持
参
候
。
其
節
与
市
申
候
者
、
申
ノ
暮
勘
定
ノ
事
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　

此
儀
者
、
栄
助
頼
母
子
二
番
口
、
作
市
取
受
人
無
之
候
ニ
付
、
拙
者
頼
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　

被
参
候
故
、
銀
百
目
ツ
ヽ
受
人
之
質
物
有
之
候
處
、
段
々
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　

被
参
候
故
、
拙
者
申
候
者
、
質
物
銀
無
之
故
、
家
屋
し
き
指
入
申
候
様

　
　
　
　
　
　
　
　

申
候
得
者
、
河
野
へ
頼
申
候
。
河
野
受
、
印
形
致
候
而
、
相
済
申
候
。

　
　
　
　
　
　
　
　

松
瀬
村
兵
左
衛
門
ニ
七
拾
目
受
取
申
候
。
壱
匁
八
分
八
厘
せ
に
弐
百
文
丁
百
一
文

　
　
　
　
　
　
　
　

せ
に
受
取
申
候
。
当
年
米
六
拾
五
匁
程
、
金
六
十
四
匁
六
分
。

　
　
　
　
　
　
　
　

せ
に
丁
百
壱
文
遣
い
。
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今
年
度
の
古
文
書
講
座
は
Ⅰ
・
Ⅱ
と
し
て
、

二
回
に
分
け
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
ず
７

月
～
９
月
に
か
け
て
、
古
文
書
講
座
Ⅰ
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　
『
紀
州
家
中
系
譜
並
に
親
類
書
書
上
げ
（
上
）

（
下
）』の
完
成
を
記
念
し
て
、「
家
中
書
上
げ
」

と
、「
風
聞
録
」を
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ

り
判
っ
て
き
た
、
武
家
の
驚
く
べ
き
実
態
に
つ

い
て
、
遊
佐
教
寛
研
究
員
が
わ
か
り
や
す
く
解

説
し
ま
し
た
。

　

各
回
の
講
座
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
「
入
門
者
向
け
」講
座
に
は
、
延
べ
一
四
二
名
、

「
初
級
・
中
級
者
向
け
」は
、
延
べ
一
九
一
名
の

出
席
が
あ
り
ま
し
た
。

・
こ
の
講
座
で
は
古

文
書
の
文
字
、
内
容

だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
背
景
等
も
含
め
て

の
解
説
を
し
て
下
さ

る
の
で
、
当
時
の
こ

と
が
わ
か
っ
て
非
常

に
興
味
深
い
で
す
。

・
密
通
、
遊
女
、
奉
公
、

継
子
、
虐
待etc

…

昨
今
の
世
間
話
や
芸
能
ゴ
シ
ッ
プ
に
出
て
く
る

よ
う
な
テ
ー
マ
を
あ
て
が
っ
て
く
れ
て
、
興
味

深
く
聴
講
で
き
ま
し
た
。

・
古
文
書
講
座
を
学
ん
だ
こ
と
で
地
域
の
歴
史

に
少
し
関
心
が
出
て
き
ま
し
た
。
も
っ
と
続
け

た
い
と
思
い
ま
す
。

・
当
時
の
人
々
の
生

活
が
よ
く
わ
か
り
ま

し
た
。
古
文
書
の
知

識
に
加
え
、
歴
史
の

隙
間
を
埋
め
る
よ
う

な
お
話
を
聞
か
せ
て

い
た
だ
け
る
の
が
と

て
も
楽
し
み
で
す
。

・
武
家
の
生
活
の
現

状
と
、
求
め
ら
れ
る

倫
理
観
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
く
わ
か
り
面
白

か
っ
た
。

・
ち
ょ
っ
と
し
た
事
件
で
も
、
裁
定
が
す
ご
く

大
事
に
な
る
こ
の
時
代
の
考
え
方
が
わ
か
り
、

面
白
く
聴
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

■
利
用
方
法

◆
閲
覧
室
受
付
に

あ
る
目
録
等
で
必
要

な
資
料
、文
書
等
を

検
索
し
、閲
覧
申
請

書
に
記
入
の
う
え
受

付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
文
書
等
利
用

の
受
付
は
閉
館
30
分

前
ま
で
で
す
。

◆
閲
覧
室
書
棚
に
配
架
し
て
い
る
行
政
資
料
、

参
考
資
料
は
自
由
に
閲
覧
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
複
写
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
複
写
承
認
申

請
書
に
記
入
の
う
え
受
付
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
複
写
サ
ー
ビ
ス
は
有
料
で
す
。

　

開
館
時
間 

　

　
◆
火
曜
日
～
金
曜
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
６
時

　

　
◆
土
・
日
曜
日
・
祝
日
及
び
振
替
休
日　

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

■
休
館
日 

◆
月
曜
日
（
祝
日
又
は
振
替
休
日
と
重
な
る
と

　
　
　
　
　

き
は
、
そ
の
後
の
平
日
）

◆
年
末
年
始　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

◆
館
内
整
理
日

 　

・
１
月
４
日

　
　
（
月
曜
日
の
と
き
は
、
５
日
）

 　

・
２
月
～
12
月 
第
２
木
曜
日

（
祝
日
と
重
な
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
）

 　

・
特
別
整
理
期
間　

10
日
間
（
年
１
回
）

■
交
通
の
ご
あ
ん
な
い

◆
JR
和
歌
山
駅
・
南
海
電
鉄
和
歌
山
市
駅
か
ら

　

バ
ス
で
約
20
分

◆
和
歌
山
バ
ス
高
松
バ
ス
停
下
車
徒
歩
約
３
分

  

和
歌
山
県
立
文
書
館
だ
よ
り
　
第
35
号

平
成
24
年
11
月
30
日　

発　

行

編
集
・
発
行　
和
歌
山
県
立
文
書
館

〒
六
四
一

－

〇
〇
五
一

和
歌
山
市
西
高
松
一
丁
目
七

－

三
八

 　
　
　
　
　
　

き
の
く
に
志
学
館
内 

電　
話　
〇
七
三

－

四
三
六

－

九
五
四
〇

Ｆ
Ａ
Ｘ　
〇
七
三

－

四
三
六

－

九
五
四
一

印　
刷　
株
式
会
社
ウ
イ
ン
グ

文
書
館
の
利
用
案
内

平
成
二
十
四
年
度 

古
文
書
講
座
Ⅰ

　「
入
門
者
向
け
」ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り
　

　「
初
級
・
中
級
者
向
け
」ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

　
入
門
者
向
け

 

第
１
回　

 

娘
を
遊
女
奉
公
に

　
　
　
　
　
　
　
　
７
月
21
日（
土
）

 

第
２
回　

 

継ま
ま

子こ

虐
待

            

７
月
28
日（
土
）

                     

　
初
級
・
中
級
者
向
け 

 

第
１
回　

 

養
子
を
調ち
ょ
う

伏ぶ
く

            　
８
月
４
日（
土
）

 

第
２
回　

 

預
り
夜や

具ぐ

を
質
に
入
れ

            　
８
月
25
日（
土
）

 

第
３
回　

 

御お

犬い
ぬ
へ
棒

            　
９
月
１
日（
土
）

㊙「
風
聞
録
」と「
家
中
書
き
上
げ
」 


